
 

佐
賀
県
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

佐
賀
県
規
則
第
四
号 

佐
賀
県
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関 

す
る
法
律
施
行
細
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
、

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号
）
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
一
号
。

以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
身
分
証
明
書
） 

第
二
条 

法
第
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
開
発
行
為
許
可
申
請
の
添
付
書
類
） 

第
三
条 

法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
申
請

書
に
、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図
書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

利
害
関
係
人
の
承
諾
書 

二 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２ 

省
令
第
八
条
第
二
項
の
計
画
説
明
書
は
、
特
定
開
発
行
為
計
画
説
明
書
（
様
式
第
二
号
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 
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（
特
定
開
発
行
為
許
可
標
識
の
設
置
） 

第
四
条 
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
の

期
間
中
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
開
発
行
為
を
行
う
場
所
又
は
そ
の
付
近
の
見
や
す
い
場

所
に
、
特
定
開
発
行
為
許
可
標
識
（
様
式
第
三
号
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
開
発
行
為
変
更
許
可
申
請
書
等
） 

第
五
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
特
定
開
発
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（
様
式
第

四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
特
定
開
発
行
為
変
更
許
可
申
請
書
に
は
、
省
令
第
八
条
第
二
項
の
計
画
説
明
書

及
び
計
画
図
、
同
条
第
五
項
の
構
造
計
算
書
、
省
令
第
十
条
第
一
項
の
開
発
区
域
位
置
図

及
び
開
発
区
域
区
域
図
並
び
に
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
変
更
に
係

る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
開
発
行
為
の
変
更
の
届
出
） 

第
六
条 

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
開
発
行
為
変
更
届
出
書
（
様

式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
住
所
、
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
七
条 

法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
住
所
又

は
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
名
称
）
を
変
更
し
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
住
所
・
氏
名
等
変
更
届
出
書
（
様
式
第
六
号
）

を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
位
の
承
継
） 

第
八
条 

法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、相
続
、

合
併
又
は
分
割
（
当
該
許
可
に
係
る
特
定
開
発
行
為
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限

る
。）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
特
定
開
発
行
為
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
を

受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。 
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２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承
継
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、

特
定
開
発
行
為
地
位
承
継
届
出
書
（
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
書
類
の
提
出
等
） 

第
九
条 

法
、省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、正
本
一
通
、

副
本
一
通
と
し
、
当
該
開
発
区
域
を
管
轄
す
る
土
木
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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様式第１号（第２条関係） 

(表) 

 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

  第     号 
身 分 証 明 書 

 
所属            
職名            

           氏名       (  歳) 
 
 上記の者は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第５条第１項の規定による土地の立入り及び第21条第１項の規定による立入検査
を行う者であることを証明する。 
 
  交付    年    月    日 
 

年    月    日から    
有効期間                    

年    月    日まで    
 

佐賀県知事           印 
 

 

 

 

 8.5センチメートル   
  

(裏) 
 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(抜粋) 

（基礎調査のための土地の立入り等） 

第５条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得 

ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又

は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。 

２～４ 略 

５ 第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

６～10 略 

（立入検査） 

第 21 条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第９条第１項、第 16

条第１項、第 17 条第２項、第 18 条又は前条第 1 項の規定による権限を行うため必要

がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われ

ている対策工事等の状況を検査することができる。 

２ 第５条第５項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 
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様式第２号（第３条関係） 
 

年  月  日 

 
  佐賀県知事          様 

 
開発行為者 住所 

氏名              
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名) 

 
 

特 定 開 発 行 為 計 画 説 明 書 
 

特定開発行為
の目的 

 

対策工事等の
方法 

 

対策工事等

の計画の方

針 

対策工事等の設
計に関し特に留
意した事項 

 

土砂災害の発生
原因となる自然
現象 

□ 土石流  □ 急傾斜地の崩壊 □ 地滑り 

区域区分 
□ 砂防指定地      □ 急傾斜地崩壊危険区域 
□ 地すべり防止区域  □ 保安林    □ その他 

 宅地 農地 山林 
公共施
設用地 その他 計 

面積
(m2)       土地の概要 

比率
(％) 

     100 

急傾斜地の

崩壊等のお

それのある

土地の現況 

既存砂防施設の
状況  

区域区分 
□ 市街化区域(ア)  □ 市街化調整区域(イ) 
□ (ア)及び(イ)以外の都市計画区域  □ その他 

地域地区 □ 用途地域  □ その他の地域地区 

 宅地 農地 山林 
公共施
設用地 その他 計 

面積
(m2)       

開発区域内

の土地の現

況 

土地の概要 

比率
(％) 

     100 

建築物 
 

制限用途 制限用途
以外 

公共施
設用地 

公益的 
施設用地 

その他 計 

面積
(m2)       計画の概要 

比率
(％) 

     100 

開発区域内

の土地利用

計画 

予定建築物の用途  

備考  
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注１ □印のある欄は、該当事項の□内にレ印をつけること。 

２ 開発地域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区ごと)について作成す

ること。 

３ この計画説明書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 「砂防指定地」とは、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第２条の規定により指定された

土地をいう。 

(２) 「急傾斜地崩壊危険区域」とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭

和 44 年法律第 57 号)第３条第１項の規定により指定された区域をいう。 

(３) 「地すべり防止区域」とは、地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)第３条第１項

の規定により指定された区域をいう。 

(４) 「保安林」とは、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条第１項若しくは第２項又は

第 25 条の２第１項若しくは第２項の規定により指定された森林をいう。 

(５) 「都市計画区域」とは、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第５条第１項又は第２

項の規定により指定された区域をいう。 

(６) 「市街化区域」とは、都市計画法第７条第２項に規定する区域をいう。 

(７) 「市街化調整区域」とは、都市計画法第７条第３項に規定する区域をいう。 

(８) 「地域地区」とは、都市計画法第８条第１項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 

(９) 「用途地域」とは、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる地域をいう。 

(10) 「公共施設用地」とは、都市計画法第４条第 14 項に規定する公共施設が存在する土

地をいう。 

(11) 「公益的施設用地」とは、運輸、郵便、信書便、電気通信、水道、電気又はガス供給、

医療、公衆衛生等の事業に供する施設が所在する土地をいう。 

４ 用紙の規格は、日本工業規格Ａ列４番とする。 
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様式第３号（第４条関係） 

 

 

    

  
60センチメートル 

  

  

  

 

特 定 開 発 行 為 許 可 標 識 

 

  

50 

年    月    日 
第         号 

 
 
 
 

年    月    日から 
年    月    日まで 

 
 
 
 
 
 
 

  

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

許 可 年 月 日 及 び 
許 可 番 号 

 
開発区域に含まれる
地 域 の 名 称 

 
対 策 工 事 等 の 期 間 

 
 

特定予定建築物の用途 
 
 

特定開発行為の概要 
 
 

許 可 を 受 け た 者  住所又は所在地 
 
氏 名 又 は 名 称
及び代表者氏名 

     

        

  

1 3 0

センチ

メート

ル     
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様式第４号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事          様 

 

開発行為者 住所 

氏名               

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名) 

 

 

特 定 開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 

 

  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第16条第1項の規定に

よる特定開発行為の変更の許可を申請します。 

開発区域に含まれる地域の名称   

開発行為の場所 
    市    町 大字    字     番 

    郡 

開発区域の面積 平方メートル 

        区分 
内容 

変更前 変更後 

特定予定建築物の用途 
    

特定予定建築物の敷地の位置     

対策工事の概要 
    

変
更
に
係
る
事
項 対策工事以外の特定開発行為

に関する工事の概要 

    

変更の理由 
  

特定開発行為の許可年月日及び許

可番号 

  

添付書類 特定開発行為許可申請の際に提出した計画説明書及び計画図等のうち内容が変更 

された図書、利害関係人の承諾書、その他知事が必要と認める書類 

注 用紙の規格は、日本工業規格Ａ列４番とする。 
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様式第５号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事          様 

 

開発行為者 住所 

氏名               

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名) 

 

 

特 定 開 発 行 為 変 更 届 出 書 

 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 16 条第３項の規定

により、次のとおり届け出ます。 

開発区域に含まれる地域の名称   

開発行為の場所 
    市    町 大字    字    番 

    郡 

開発区域の面積 平方メートル 

        区分 
内容 

変更前 変更後 

特定予定建築物の用途 

    

対策工事着手予定年月日 
    

変
更
の
内
容

 

対策工事完了予定年月日 
    

変更年月日        年    月    日 

変更の理由 

  

特定開発行為の許可年月日及び許

可番号 

  

注 用紙の規格は、日本工業規格Ａ列４番とする。
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様式第６号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事          様 

 

開発行為者 住所 

氏名               

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名) 

 

 

住 所 ・ 氏 名 等 変 更 届 出 書 

 

  氏名、住所等の変更があったので、次のとおり届け出ます。 

開発区域に含まれる

地域の名称 
  

開発行為の場所 
       市     町 大字     字     番 

       郡 

特定開発行為の概要 平方メートル 

住所又は所在地  
変
更
前 氏名又は名称及

び代表者の氏名 
 

住所又は所在地  

変更の内容 

変
更
後 氏名又は名称及

び代表者の氏名 
 

変更年月日        年    月    日 

変更の理由   

特定開発行為の許可

年月日及び許可番号 
  

添付書類 変更を証する戸籍抄本又は住民票(法人にあっては、登記事項証明書)  

注 用紙の規格は、日本工業規格Ａ列４番とする。 
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様式第７号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

  佐賀県知事          様 

 

開発行為者 住所 

氏名               

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名) 

 

 

特 定 開 発 行 為 地 位 承 継 届 出 書 

 

  特定開発行為の許可に基づく地位を承継したので、次のとおり届け出ます。 

開発区域に含まれる

地域の名称 

  

開発行為の場所 
       市     町 大字     字     番 

       郡 

開発区域の面積 平方メートル 

住所又は所在地  許可を受けた者の住

所及び氏名 

(法人にあっては、主た
る事務所の所在地、名
称及び代表者の氏名) 

氏名又は名称及

び代表者の氏名 

 

住所又は所在地  地位を承継した者の

住所及び氏名 

(法人にあっては、主た
る事務所の所在地、名
称及び代表者の氏名) 

氏名又は名称及

び代表者の氏名 

 

承継年月日        年    月    日 

承継の理由   

特定開発行為の許可

年月日及び許可番号 
  

添付書類 許可に基づく地位を承継したことを証する戸籍抄本(法人にあっては、登記事項証

明書)、契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類 

注 用紙の規格は、日本工業規格Ａ列４番とする。 
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